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 「医療対話推進者の業務指針及び養成のための研修プログラム作成指針 

―説明と対話の文化の醸成のために―」の改定について  

 

 

 このことについて、別添のとおり厚生労働省医政局地域医療計画課等から通知がありまし

たのでお知らせします。 
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